
　厚生年金・国民年金等の相談
▶日時　1２月３日（火）・1月14日（火）
　①10：30～1２：00　②13：00～15：30
▶場所　役場２階会議室
※３日前までに町民課戸籍医療年金

係に要予約（☎２ｰ２４５３）
※枠に限りがございますので、ご了承

願います。
※相談月の２ヶ月前から予約を受け

付けております。（２年２月分の事
務相談は１２月から予約受付開始）

身体障がいのある方の悩み相談
▶日時　1２月10日（火）13：30～15：30
▶場所　役場１階相談室
◎身体障害者相談員
　　菅野　文夫（高砂町）

　身近な話題で、行政にご要望はあり
ませんか？

▶日時　1２月1２日（木）13：00～15：00
▶場所　役場２階小会議室
◎行政相談委員
　　山中　克子（大浜）

　人権問題・家庭問題などの悩みは
ありませんか？
　法務大臣より委嘱を受けた人権擁
護委員が随時ご相談に応じています。
◎人権擁護委員
　井上　正範（大町）
　石垣　聖子（大浜）
　小野　雄二（陣屋町）
◎特設人権相談
▶日時　1２月２日（月）13：00～15：00
▶場所　役場２階会議室
◎みんなの人権１１０番
（全国共通人権相談ダイヤル）

（☎0570-003-110）

　毎月１回、無料相談を開設していま
す。

▶日時　1２月19日（木）13：00～15：00
▶場所　役場会議室
◎相談員　
　井上正範司法書士（長万部町）

【お問い合わせ先】
　税務課　　　　　（☎２－２４５２）

・お好み焼き　おまた　　 5,000円
〈文化祭売上金の一部として〉
・長万部町地域女性団体連絡協議会

10,000円
〈文化祭バザー益金より〉
【愛情銀行経由寄付】
・長万部町地域女性団体連絡協議会

10,000円
〈青少年健全育成推進協議会へ指定寄付〉
【物品寄付】
・中ノ沢町内会
〈ペットボトルキャップ3.9㎏、

リングプル0.5㎏〉
・長万部町地域女性団体連絡協議会
〈ペットボトルキャップ40.7㎏、

リングプル7.13㎏〉
・佐藤　詔二（静狩）
〈紙おむつ、パット〉
◆長万部長愛会・慈恵園へ
・中ノ沢・花岡地区黒松老人クラブ

5,000円
〈一般寄付金として〉
・川瀬　留美子（名古屋市）30,000円
〈香典返しに替えて〉
・山本　富夫（静狩）　　50,000円
〈香典返しに替えて〉
・佐橋　茂（豊津）物品の寄付

　犬を飼育した場合、狂犬病予防法
により犬の登録と狂犬病予防注射が
義務づけられています。
　犬の登録をしないと、どこで、ど
のような犬を飼っているか把握でき
ず、もし役場等で逃げだした犬を保
護しても対応ができません。
　また、狂犬病については海外で感
染し日本で発病後、死亡した例を除
き発生例はありませんが、世界のほ
とんどの国で常時発生し、年間約
４万人の死亡者が出ているのが現実
です。
　狂犬病は犬以外の媒体からも感染
することがあり、色々な動物が輸入
されている日本でも発生する可能性
があります。
　しかし、国内の犬の８０％以上が
予防接種を受けていれば、たとえ狂
犬病にかかった動物が日本に侵入し
ても伝染を阻止することができます
ので、畜犬を飼った場合は必ず登録
及び狂犬病予防接種をしてください。
　小型犬を室内で飼育する飼い主が
最近非常に増えておりますが、室内
で飼う場合も同様で、登録と狂犬病
予防注射は必ずしなければいけませ
ん。

【お問い合わせ先】
　町民課生活環境係

（☎２‐２４５３）

　函館弁護士会では、毎月第２・第
４金曜日に八雲町で法律相談を行っ
ていますので、ぜひご利用ください。
　予約制・先着順なので事前に函館
弁護士会までご連絡ください。
▶日時　1２月13日（金）・２7日（金）
　13：00～16：00（各相談時間30分）
▶場所　はぴあ八雲

【お問い合わせ先】
　函館弁護士会

（☎０１３８－４１－０２３２）

　町では、町立さかえ保育所で保育
に従事する臨時保育士を随時募集
しています。
　応募される方は、下記までお問い
合わせください。

【お問い合わせ・申込先】
　町立さかえ保育所  （☎２－４００６）

　長万部町内にお住まいの働く意
欲のある元気な高齢者の方、一緒に
働きませんか？
◎町内にお住まいの概ね60歳以上

の方で、健康で意欲のある方は、
どなたでも会員登録して働くこと
ができます。

▶業務内容
　草取り・草刈り（機械草刈り）・庭
木剪定・廃棄物処理・室内清掃・軽
易な大工作業・土木作業手元・除雪
など
※働くには、会員登録が必要です。
　詳しくは、高齢者事業団事務所（福

祉センター内）までお越し下さい。
▶冬期間の除雪作業員募集
　冬期間（1２月～３月）だけでも
結構です。除雪作業をしてくれる方
（年齢問わず）を募集しています。
詳細は、面談の上説明します。

　次の方々より、寄付がありました。
紙上をかりて厚くお礼申し上げます。

（敬称略）
◆長万部町社会福祉協議会へ
・辻村　千代子（高砂町）50,000円
〈香典返しに替えて〉
・長万部社交ダンス愛好会代表　出口　敏夫

1２,000円
〈チャリティーダンスパーティ益金の一部として〉
・佐野　ヒサ（栄原）　　50,000円
〈香典返しに替えて〉
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■函館弁護士会無料法律相談

■臨時保育士募集

■長万部町高齢者事業団　会員募集

■寄附

■身体障がい者相談

■行政相談

■特設人権相談

■登記・法律無料相談

求 人

お 礼

■あなたの飼っている愛犬は
　　　　登録していますか？

生 活



　平成30年７月豪雨など、近年、豪
雨等により多くの農業用ため池が被
災し甚大な被害が発生しています。
このため、決壊による災害を防止す
るため、「農業用ため池の管理及び
保全に関する法律」が制定されまし
た。
この法律の施行に伴い、現在、農業
用ため池を所有又は管理している方
は、令和元年1２月２7日までに北海道
に届け出る必要がありますので、次
の連絡先までお問い合わせ願います。

【お問い合わせ先】
　役場産業振興課農林係

（☎２－２１９１）

　冬将軍到来の季節になりましたが、
毎年この時期になると水道の凍結事
故が相次ぎます。
　凍結防止のため、これからは外出
やおやすみ前に水抜きする習慣をつ
けましょう。
◎凍結したときは下記の業者へ直接
　ご連絡ください。
・新開配管工業　　（☎２－３２５２）
・佐々木配管　　　（☎２－３１４２）
・黒沢設備　　　　（☎２－４８２４）
・光設備サービス　（☎２－３９３７）

【お問い合わせ先】
　水道ガス課　　　（☎２－２８６２）

　町では、新しい年の幸せを願い、
町民のみなさんの一層の交流と親睦
を深めるため、次のとおり『新年交
礼会』を開催いたします。
　なお、併せて「長万部町功労者表
彰式」を行ない受賞者の方々を参加
者みなさんで祝福します。多くの参
加をお待ちしております！
▶日　時　令和２年１月６日（月）
　　　　午後６時から
▶場　所　福祉センター
▶申込期限　1２月２0日（金）
▶参加料　２,000円

【お問い合わせ・お申し込み先】
　総務課総務係　　（☎２－２４５１）

【長万部町】
　1２月19日（木）
　　優良講習のみ（18：30～）

【八雲町】
　1２月11日（水）
　　優良講習（13：00～）
　　違反講習（14：15～）
　1２月1２日（木）
　　一般講習（13：00～）
　　初回講習（14：45～）
ご注意　長万部町で講習を受ける場

合は、必ず事前に八雲警察署で手
続きを行ってください。

みなさまのご支援をお願いします！
◎東日本大震災義援金
　受付期間：令和２年３月31日まで
　　　　　3,569,033円 　　　　 
◎平成28年熊本地震災害義援金
　受付期間：令和２年３月31日まで
　　　　　 599,834円　　　　　 
◎九州北部地方大雨災害義援金
　（平成２9年７月５日からの大雨災害）
　受付期間：令和２年３月31日まで
　　　　　  85,331円  　　　　　
◎平成30年７月豪雨災害義援金
　受付期間：令和２年６月30日まで
　　　　　  77,439円  　　　　　
◎平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　受付期間：令和２年３月31日まで
　　　　　 174,646円　　　　　 
◎令和元年８月豪雨災害義援金
　受付期間：令和２年２月２8日まで
　　　　　　 800円 　　　　　　
◎令和元年台風1５号千葉県災害義援金
　受付期間：令和元年1２月30日まで
　　　　　　1,921円　　　　　　
◎令和元年台風19号災害義援金
　受付期間：令和２年３月３１日まで
　　　　　 161,101円　　　　　 
※うち11／２婦人赤十字奉仕団街頭募金

56,701円（文化祭会場）
※うち11／５地域女性団体連絡協議会
　会長 髙森愛美 37,100円（累計金額）
※上記の各義援金の金額は11／２２現
在の窓口及び募金箱の合計金額です。

◎受付窓口　保健福祉課☎２－２454
　（日本赤十字社長万部町分区）

道 ・ 町 民 税 　 第 ４ 期
国民健康保険税　　第 ７ 期
介 護 保 険 料　　第 ６ 期
後期高齢者医療保険料　　第 ６ 期

▶納期限　１２月２５日（水）◀
町税や保険料の納付は便利な
口座振替の利用をおすすめします

1２／５（木）・1２／1２（木）・1２／19（木）
1２／２6（木）・1２／31（火）

　1２月の水道・ガス・下水道の検針
日は、次のとおりです。

１７日（火）　１８日（水）
１９日（木）　２０日（金）

■ガス料金表（税抜額）

　町では上下水道・ガスの使用開始
停止（引っ越し）される際について
は、届出が必要になります。なおイ
ンターネット等の受付は行っており
ません。

【お問い合わせ先】
　水道ガス課　　　（☎２－２８６２）

＝12月１日～12月30日＝
　町では、滞納されている方に対し、
文書や電話あるいは訪問して納税
のお願いをしています。
　それでも納付や相談をしていただ
けない場合は、納期限内に納付した
方との公平性を保つためにも差し押
さえなどの滞納処分を行うことにな
ります。
◇事前予約制　夜間収納・納税相談窓口を開設◇
　日中都合のつかない方のために、
夜間の窓口収納および納税相談を
実施いたします。事前予約制ですが、
ぜひご利用ください。
▶開設日　1２月１日～30日
　（土・日・祝日を除きます）
▶場　所　税務課窓口
▶予　約　ご来庁される当日午後４

時までにお電話で、ご来庁される
方のご住所・お名前・お時間等の
ご予約を必ずお願いします。（予
約なしでのご相談はお受けでき
ません）

【ご予約・お問い合わせ先】
　税務課　　　　　（☎２－２４５２）
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■農業用ため池を所有・
　　　　　管理している方へ

■１２月の運転免許証更新時講習

■ガス・上下水道の検針日

■町税収納強調期間

■老人福祉センター休館日

区分 基本料金
調整単位料金

Ａ群0～13㎥ 1,050円
370円53銭／㎥

Ｂ群14～57㎥ 1,700円
316円43銭／㎥

Ｃ群58㎥以上 4,500円
265円23銭／㎥

■災害義援金募集のお知らせ

■今月の納期(町税)

■水道凍結にご注意を！

■町民新年交礼会のご案内


